
 

 
 

平成 23年 12月 2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法（平成 23年法律第 117号）が公布され、「復興特別所得税」が

創設されました。 

 平成 25年 2月に支払われた年金から、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 

 復興特別所得税は、平成 25年 1月 1日から令和 19年 12月 31日までの間に生ずる所得について源泉所得

税を徴収する際、併せて源泉徴収されます。 

 源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税の額の 2.1％相当額とされています。 

 復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対

象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。 

 源泉徴収税率は次の計算で求めることになります。 

合計税率 ＝ 所得税率  × １０２．１ ／ １００ 

 

平成 25年分の所得税から適用された復興特別所得税 

 


